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研究成果の概要（和文）：本研究は、台湾の海洋に対する管理に焦点をあて、それが実際上どのように機能し、
いかなる意味合いをもちうるのかについて、法的・政治的分析を行うものである。主に、台湾海岸巡防署による
海上法執行の調査等を実施しながら、調査によって収集した資料等の整理・分析・検討を進めた。研究代表者及
び分担者においては、「台湾政治の変化と海洋安全保障政策」と「台湾の海上保安法制の制度的展開」という二
つの柱について、それぞれがそれぞれの専門領域、国際法及び（台湾）国内法、国際政治の観点から、研究を行
った。本研究の研究成果をとりまとめたものについては、研究代表者編の図書の刊行を予定している。

研究成果の概要（英文）：In this project, 5 researchers and I focus on Taiwan’s control over its sea
 areas such as the Formosa Strait, East China Sea, Pacific Ocean, Bashi Channel, and South China 
Sea, and conduct a legal and political analysis of how it actually works and what implications it 
carries for neighboring countries. By paying attention to the de facto code of conduct of Taiwan's 
Navy and Taiwan Coast Guard (maritime law enforcement agency), the researchers analyze and examine 
how they actually handle maritime problems.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 研究代表者は、2013 年 5 月、本研究協力
者の瓜生晴彦第 38 代海上保安大学校長、研
究分担者の越智均教授らと三人で、中華民国
（以下では、「台湾」という）の中央警察大
学水上警察学部の主催による「日台海上法執
行学術検討会」に参加し、「海上保安庁によ
る海上犯罪の取締りと刑事法上の問題」につ
いて発表した。そこでは、（１）海上犯罪の
取締りにおける刑事実体法上の問題として、
覚せい剤の瀬取りと覚せい剤の輸入の未遂
罪の成否の問題、（２）刑事手続法上の問題
として、密漁の現行犯事案において継続した
追尾ができず一時被疑船舶を見失った際の
逮捕手段の選択の問題をあげた。 
（１）については、日本では、最判平成 20

年 3 月 4 日刑集 62 巻 3 号 123 頁がある。北
朝鮮で覚せい剤を密輸船に積み込んだ上、日
本の近海まで航行させ、同船から海上に投下
した覚せい剤を小型船舶で回収し日本に陸
揚げするという方法で覚せい剤を輸入する
ことを計画したものの、悪天候のため、GPS
を備えた回収のための小型船舶を出航させ
ることができず、いったんは出航したものの、
岸壁と投下地点との中間辺りまでしか辿り
着けず、覚せい剤を回収することが出来なか
ったことに対して、「覚せい剤が陸揚げされ
る客観的な危険性が発生したといえないか
ら、本件各輸入罪の実行の着手があったもの
とは解されない」として未遂罪の成立を否定
して、予備罪にとどまるとした事案である。
台湾でも、未遂罪の成否（台湾刑法 25 条）
は問題となる。①密輸船の出港、②密輸船に
よる覚せい剤の投下、③瀬取り船による覚せ
い剤の回収、④瀬取り船による覚せい剤の持
込、⑤覚せい剤の荷揚げ（陸揚げ）という一
連の行為の中で、陸揚げの結果が発生する具
体的・現実的危険性が生じたというには、瀬
取り側の者が覚せい剤に対する実力支配を
及ぼし、接岸に向けた作業を開始した時点で
なければならない。③、④の行為のうち、ど
の時点で覚せい剤が領土内へ持ち込まれる
具体的・現実的危険性が発生した評価できる
のか、台湾の海上法執行の状況もあわせて、
議論した。 
（２）については、台湾刑事訴訟法 88 条

Ⅰ項、Ⅱ項、Ⅲ項をめぐる問題であるが、と
りわけ、準現行犯逮捕の犯罪の明白性の要件
及び時間的・場所的接着性の要件について、
日本での最判昭和 50 年 4 月 3 日刑集 29 巻 4
号132頁の事案を取り上げながら、議論した。 
上記のシンポジウムの参加を通して、研究

代表者と中央警察大学水上警察学部の陳国
勝教授（行政法）、葉雲虎教授（海事刑法，
国際海洋法）、台湾大学法学部の姜皇池教授
（国際海洋法）との間で、研究交流を開始し、
日本と台湾がそれぞれ抱えている、あるいは
共有して抱えている海上法執行上の課題に
ついて、互いに議論を行いつつ共同で研究を
開始するきっかけとなった。 

 
２．研究の目的 
（１）台湾と海洋に関する法的・政治的分析
の必要性 
 台湾がいかなる国際的地位を有するかに
関しては、1970 年代の国連中国代表権問題
や米日等による政府承認切り替えを契機に、
様々に議論されてきた。台湾にある当局（政
府）は、中華人民共和国政府を代表とする「中
国」とは別個の国家的実体として 60 年以上
も存続してきた。 
 台湾のこうした建前と実体の乖離から生
じる諸問題もまた様々に議論されてきた。国
際機構加盟の可否、「交流協会」という機関
による交渉の意味、台湾関係法による米の武
器援助の問題、中台間の取極めといった法
的・政治的・経済的問題である。 
 その中で、台湾と海洋の観点からの法的・
政治的な総合的分析がほとんどなされてい
ないのは不思議なことである。「日台漁業取
決め」が締結されたが、法的・政治的な分析
は言うまでもなく、「日台漁業取決め」が沖
縄や台湾に与える政治経済的影響の分析も
学問的にはこれからの状況である。 
 こうした中で、本研究は、実際に現場で取
締りにあたる海上法執行機関間の「事実上
（de facto）の行動規範ないし実態（modus 
operandi）」が重要な意味を有するとして、
海上法執行機関間（日台、中台や日台中）の
事実上の行動規範ないし実態を含めた台湾
と海洋の組み合わせの観点から研究を行う
ことを目的とするものである。 
 
（２）台湾の法的地位の不分明さと海洋関係
諸問題の実際的処理 
 本研究は、台湾海峡、東シナ海、太平洋、
バーシー海峡そして南シナ海という台湾周
辺海域における台湾の海洋に対する管理に
焦点をあて、それが実際上どのように機能し、
それがいかなる意味合いを持ちうるのかを、
主に法的及び政治的な観点から分析するも
のである。もちろん、大きな影響力を有する
日中の調査も重要な意味をもつ。 
 実態として中華人民共和国政府の支配下
にはないものの、中台とも同じく一つの中国
論を採用していることから、台湾の国際法的
地位は依然不分明のままであり、それが実際
的な処理を要する海洋関係諸問題にどのよ
うな影響を与えているのか、あるいはかかる
影響は実はないのかが検討対象の一となる。
さらには、そこから新たないわば独立海洋主
体（independent maritime entity）をいう当
事者的側面が協調され、独立台湾の方向へさ
らに進む一つの誘因となるのか等々が問わ
れる。 
 
（３）日台海上警察機関による法執行―海洋
関係諸問題の処理（その１） 
 本研究では、日本の海上保安庁と同種組織
といえる台湾海岸巡防署による漁業取締り



のような海上法執行、大規模な油濁や海洋投
棄事件の処理、台湾海峡の地位、中国大陸本
土の近くにあり台湾が確保している金門馬
祖の島々の周辺海域の地位（一つの中国の建
前から金門島と中国大陸本土との間で「禁
止・制限水域」なるものがある）といった、
国際海洋法並びに関係国の刑事法、海上保安
法制等に深く関連する問題を扱う。 
 
（４）台湾周辺海域における緊張及び武力紛
争の自体の国際政治的分析―海洋関係諸問
題の処理（その２） 
 さらに、国際政治学からの分析を行う。す
なわち、台湾の法的地位の不分明さから明確
な法的処理が出来ない場合が当然生じるが、
現場で実際に取締りに従事する海岸巡防署
と海上保安庁との間にはどのような実態
（modus operandi）があるのかといった日台
双方における実態の調査が必要となる。 
 政治的分析においては、中国に対していか
に防衛戦略を再構築するかの検討も台湾と
海洋という観点からなされる必要がある。こ
の側面では、アメリカの動向が重要なことは
論をまたないので、その側面への造詣が深い
研究分担者も本研究に加わって頂いた。 
 
３．研究の方法 
 本研究においては、研究代表者と研究分担
者が本研究課題に係る論点を分担研究し、台
湾で調査を行い、その結果を含めて、研究会
において全構成員で討議した。台湾の海軍及
び海岸巡防署（海上法執行機関）の「事実上
の行動規範ないし実態」に着目して、台湾中
央警察大学や台湾大学法学院等、広い範囲の
研究機関との接触を行い、法学、政治学研究
者らと意見交換を行った。また、台湾海岸巡
防署の関係者の見解を広く聴取した。 
 
４．研究成果 
「台湾政治の変化と海洋安全保障政策」と

「台湾の海上保安法制の制度的展開」という
二つの柱を立てて、研究代表者及び研究分担
者、台湾の研究協力者らによって、それぞれ
がそれぞれの専門領域、国際法及び国内法、
国際政治の観点から、研究を行った。 
 
（１） 台湾政治の変化と海洋安全保障政策 
 馬英九（国民党）政権下での海洋問題の政
治過程について検証をはかるとともに、日本
との関係で交わされ署名された「日台漁業取
決め」について、それがどのような内容のも
ので、どのような性質を有するものなのか、
取決め以後の会合においてはどのようなこ
とが議論の対象になり、日台の漁業者及び漁
業従事者の間で争われてきたのか、取決めと
いうルール形成について検証した。日本との
関係では、台湾における尖閣諸島をめぐる運
動の実態から「中華ナショナリズム」、「台湾
ナショナリズム」、「琉球ナショナリズム」の
三つのナショナリズムが形成されていると

して、文化人類学を専門とする研究分担者に
よる聞き取り調査から、三つのナショナリズ
ムについて考察し、その三つのナショナリズ
ムの連鎖による関係を分析した。 
 南シナ海における海洋問題をめぐっては、
2016 年 7 月 12 日、フィリピンと中国との間
の南シナ海仲裁案件での仲裁裁判所の判断
が出た。「九段線とその囲まれた海域に対す
る中国の主張する歴史的権利については、国
連海洋法条約に違反し、その法的根拠はな
い。」とする仲裁裁判所の判断が出て以降の
蔡英文（民進党）新政権の発言を中心に、台
湾の新政府の南シナ海政策について分析し
た。 
 中国との関係をめぐっては、台湾海峡をめ
ぐる中台関係と中国海軍の増強の現状につ
いて、米国の動向も踏まえて検証した。 
 
（２） 台湾の海上保安法制の制度的展開 
 2015 年 7 月 1 日に公布された「海洋四法」、
「海洋委員会組織法」、「海洋委員会海岸巡防
署組織法」、「海洋委員会海洋保育署組織法」、
「国家海洋研究院組織法」のもとで、海洋の
総合政策と基本法令の主管機関として、行政
院の下に海洋委員会を置き、海洋委員会の下
に海岸巡防署が置かれることになった。 
 本研究においては、海洋委員会の下におか
れる今後の海岸巡防署のあり方について、
「海洋四法」（主に組織法）をもとに、課題
等について検証した。 
 海上法執行の実際及び準不法入国罪の成
立を認めた金門馬祖地区の地方裁判所のい
くつかの刑事裁判例を具体的に検討しなが
ら、中国大陸船舶の不法入国での取締りにつ
いて、その現状及び取締りの根拠法令、課題
について考察した。1992 年、李登輝政権下
で、台湾の独立化の動きにあわせて、「台湾
地区、すなわち台湾、澎湖、金門、馬祖及び
台湾政府が統治権を有するところにおける
安全と民衆の福祉の確保、台湾地区と大陸地
区の人民の往来において生じる法律事件の
処理」を目的として台湾地区大陸地区人民関
係条例が制定された。制限・禁止水域への無
許可侵入の禁止及び無許可侵入に対する取
締り、退去命令、船舶・物品等の行政差押え・
没収、「罰鍰（日本でいうところの行政罰と
しての過料）」等の規定が設けられている。
金門、馬祖においては、両岸関係が複雑であ
ることから、領海基線について行政院による
公示がなされていない。しかし、深刻化する
中国大陸漁船の違法操業という問題に対処
するため、台湾地区の禁止・制限水域に進入
する行為自体を違法であるとみなし（条例違
反）、海岸巡防署が取締りを強化している。 
 上記のことに関係して、台湾の領海制度に
ついて、主に領海基線の確定の問題と無害通
航制度について、国際海洋法の観点からも検
討した。 
 また、海上犯罪の取締りにおいて、当該取
締り手法（捜査手法）の課題についても検討



した。とりわけ、日本でも問題となり、最高
裁の判決も出た（最大判平成 29 年 3 月 15 日
刑集 71 巻 3 号 13 頁）令状なくして GPS を
犯罪捜査に使用する行為の適法性について
議論した。海岸巡防法 4 条に規定する密輸の
取締りにおいて、同法 8 条にしたがって、海
岸巡防署職員が陸上で被疑者の車両に GPS
を取り付けて、任意に位置情報の取得を行っ
たことが、台湾の高雄地方裁判所で争われた。
台湾における密輸犯罪についての刑事法的
規制の枠組みを整理するとともに、上記の
「GPS を取り付けることについて違法」であ
ると認定し、あわせて、当該捜査の違法性か
ら海岸巡防署職員に対する刑事的責任を負
うとした高雄地方裁判所の判決について検
証した。 
 その他、海上集会・集団行進及び集団示威
運動の法的規制について検討した。中華民国
憲法 14 条は、「人民は、集会及び結社の自由
を有する。」と集会、結社の自由を保障して
いる。人民集会、示威行動の自由を保障し、
他方で社会秩序を維持するために、「集会遊
行法」が定められている。主に、陸上におい
て、集会、示威行動（市街、道路、路地、そ
の他公共の場所及び公衆が出入する場所に
おいて集団行進を行うこと）を対象としたも
のであり、「集会遊行法」では、共産主義あ
るいは国土の分裂を主張する示威行動を行
ってはならない等、集会示威行動の規制が法
律によって設けられている（集会遊行法 4条）。
海上集会・デモに対して「集会遊行法」は適
用されるのか、海上での集会示威行動の自由
の保障と制限について検討した。 
 以上、上記の研究成果も含めて、本研究の
研究成果をとりまとめたものについては、研
究代表者編の図書の刊行を 2018 年度内に予
定している。 
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